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付
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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
日
印
原
子
力
協
定
に
付
随
す
る
別
文
書
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
定
事
案
に
関
す
る
意
思
確
認
の
文
書
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協
定
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
�
は
、
各
締
約
国
政
府
は
、
「
他
の
締
約
国
政
府
に
対
し
て
一
年
前
に
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ

と
に
よ
り
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
�
は
、
協
定
の
終
了
を
求
め
る
締

約
国
政
府
は
、
終
了
の
前
に
お
い
て
も
「
協
力
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
仮
に
イ
ン
ド
が
核
実
験
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
我
が
国
と
し
て
は
、
以
上
の
規
定
に
基
づ
き
協
定
を
終
了
さ
せ
る

旨
の
書
面
に
よ
る
通
告
を
イ
ン
ド
に
対
し
て
行
い
、
そ
の
上
で
、
協
定
の
下
で
の
協
力
を
停
止
す
る
こ
と
に
な
る
。
協
定
の

こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
協
定
の
終
了
及
び
協
力
の
停
止
に
関
す
る
我
が
国
の
権
利
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
が
核
実
験
を

行
っ
た
場
合
に
我
が
国
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、日
印
間
で「
見

一



解
及
び
了
解
に
関
す
る
公
文
」
を
作
成
し
、
協
定
と
同
時
に
署
名
し
て
い
る
。
以
上
に
よ
り
、
イ
ン
ド
が
核
実
験
を
行
っ
た

場
合
に
我
が
国
が
協
定
の
終
了
及
び
協
力
の
停
止
に
関
す
る
協
定
上
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
、十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

イ
ン
ド
に
対
し
、
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
一
年
条
約
第
六
号
）
へ
の
早
期
加
入
を
求
め
る
と
の
我

が
国
の
従
来
か
ら
の
立
場
に
変
わ
り
は
な
い
。
協
定
は
、
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
つ
い
て
イ
ン
ド
が
責
任
あ
る
行
動
を
と

る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
イ
ン
ド
を
国
際
的
な
不
拡
散
体
制
に
実
質
的
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な

が
る
。
こ
れ
は
「
核
兵
器
の
な
い
世
界
」
を
目
指
し
、
不
拡
散
を
推
進
す
る
と
の
我
が
国
の
立
場
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
協
定
を
国
会
に
提
出
す
る
際
に
は
、
参
考
と
し
て
「
見
解
及
び
了
解
に
関
す
る
公
文
」
を
併
せ
て
提
出
す
る
予
定
で

あ
る
。

二


